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●働き方改革関連法案（平成３０年法改正）に対応
●民法（債権法）改正に対応
●平成２７年以降の判例・裁判例を多数収録
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も、就業規則で割増率が定められている場合があるので、定めがある
場合にはこれに従います。就業規則で割増率の定めがない場合でも、
使用者は 100%の時間賃金を支払う義務を有することになります。

②　法外残業
　1日 8 時間、週 40 時間の法定労働時間を超えて労働させた場合の
労働については、法律上、時間外割増賃金支払義務が生じます（労基
法 37 条）。これを「法外残業」といいます。法外残業についての割増
率は、労働協約、就業規則で労基法の定めを上回る内容が規定されて
いればそれにより、そのような規定がない場合またはあっても労基法
の定めを下回っている場合は、労基法の規定によることになります。
労基法上の割増率については後述します。
　法外残業について、注意すべき点は以下のとおりです。
　（ⅰ）常時 10 人未満の労働者を使用する事業者の特例
　保健衛生業や接客娯楽業等特定の事業のうち、常時 10 人未満の労
働者を使用する事業所については、1日について 8時間、1週につい
て 44 時間まで労働させることができるとする特例があります（労基

◆法内残業の例

休憩所定労働時間

9:00 １時間 17:00 18:00

所定労働時間 法外残業法内残業

割増率等を把握する

（1）法内残業、法外残業

　ここまで残業代の算出に必要な「時間単価」「残業した時間」の確
定（実労働時間の把握）を行いました。次に、もう一つの要素である
「割増率」を把握する必要があります。
　この割増率は残業した時間帯等によって異なります。
①　法内残業
　労働契約において、労基法 32 条で 1日 8時間・週 40 時間と規定し
ている労働時間よりも短い所定労働時間が定められている場合、当該
所定労働時間を超えて 1日 8 時間・週 40 時間を超えない範囲の労働
時間を「法内残業」といいます。
　たとえば、労働契約上の所定労働時間が午前 9時から午後 5時ま
で、休憩 1時間とされている場合に、午後 6時まで働いたとき、所定
労働時間を 1時間超過して働いていることになります。この 1時間の
労働時間は、所定労働時間外の労働ではありますが、労基法の基準内
の労働ですので、法内残業となります。このような法内残業について
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・残業には、大きく分けて法内残業と法外残業がある。
・ 法外残業、休日労働、深夜労働の割増率を確認する。
・ それぞれの手続について理解する。

ポイント

業種（大分類） 業種（小分類）
商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、

出版業（印刷部門を除く）、その他の商業
映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業（映画製作・ビデオ製

作の事業を除く）
保健衛生業 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業（個

室付き浴場業を除く）、その他の保健衛生業
接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽

業

図表1-2　労基則25条の2第1項に規定されている業種
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